
日本統計学会質保証委員会運用規則 

一般社団法人 日本統計学会 
 
（総則） 
第 1 条 本規則は、日本統計学会質保証委員会（以下「本委員会」という。）の運用に関し

て定める。 
 本委員会は、日本統計学会委員会規程第 1 条 2 に基づく常設委員会である。 
（目的） 
第 2 条 本委員会は、統計の学習成果および調査実施等に関わる資格制度を企画し、その実

施状況について継続的に検討するとともにそれに関連する事業を支援することを

目的とする。 
 
（委員会の任務） 
第 3 条 本委員会は、「統計学分野の教育課程編成上の参照基準」に準拠して、一般財団法

人統計質保証推進協会が実施する「統計検定」の基本的な出題水準を定める。  
 
第 4 条 本委員会は、日本統計学会が質を保証する統計教育の活動において統計教育を担

当する「日本統計学会質保証推進委員」を選出する。 
 
第 5 条 本委員会は、一般財団法人統計質保証推進協会の求めに応じて、一般財団法人統計

質保証推進協会に設置する運営委員会委員の推薦を行う。 
2 運営委員会委員の候補者は、統計関連学会の会員、中高教員、政府・企業関係者等

から選出する。 
 

（構成員） 
第 6 条 本委員会の委員は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。 
 
付則 
1. 本規則は 2019 年 3 月 9 日より施行する。 


